
川内労基署だより  第 111 号（令和 8 年 6 月号） 

熱中症を防ごう! ～ 昔とは違う日本の夏 ～   

 皆様こんにちは。昨日は、5月中旬だというのに 30℃以上の真夏日が全国300地点を超え、

35℃以上の猛暑日も観測されました。皆様がこの労基署だよりをご覧になっている 6 月上旬

頃は、恐らく県本土も梅雨入りしており、ジメジメとした湿気の高い日もでてきていること

と思います。今年も熱中症対策の季節がやって参りました。 

 ところで、40 歳以上くらいの年代の方は、最近の夏の暑さについて、「20～30 年前に比べ

て確実に暑くなっている」という感覚をお持ちではないでしょうか？  また、若い方も、

「年々暑くなっている」という感覚をお持ちではないでしょうか？  私の場合、40 年ほど前の

夏休みの涼しい朝、ラジオ体操に通った光景を覚えていますが、当時は、気温が 20 度ほどで

ひんやりとした朝もわりとあり、昼間も日陰にいくと多少は涼しさを感じていた気もします。 

気象庁が発表しているデータをみると、「暑くなっている」という感覚は、数値的にも間

違いでないことがわかります。 

左の図 1 をご覧ください。 

図１は、気象庁が発表し

て い る 夏 場 （6～8 月 ） の

「平均気温偏差」で、1991

年（H3）から 2020 年（R２）

までの 30 年間の夏場の平均

気温を基準とし、平均値と

どれだけ差（℃）があるか

を示すグラフです。縦軸真ん

中の０のラインが 30 年間の

平均値を示し、数値がプラ

ス側にあれば 30 年間の平均

より高く、マイナス側はそ

の逆を示しています。ご覧のとおり、2000 年辺りから 0 を超えるプラスの年が増えはじめ、

2010 年以降はコンスタントに超え、2020 年以降は上昇幅が非常に大きくなっています。 

年ごとの具体的な数値を見てみましょう。  

図２は、最近 10 年間の具体的な気温偏差の

表です。特に 3 年前の令和 5 年以降は、30 年間

の平均より 2 度近く高くなっており、去年の夏

に至っては 2.36℃も高かったことがわかりま

す。この気温上昇に呼応するように、熱中症に

よる死傷者数も増加しています。 

 ご覧いただきましたとおり、感覚的だけではなく夏場の気温は現実に高くなっており、特

に最近は上昇幅が大きく、これまで以上に熱中症対策が必要な時代になっていると言えます。 
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このような気象状況や熱中症による死傷者数の増加を踏まえ、昨年は熱中症対策に関する

法令改正も行われ、不調者の早期発見と重篤化を防ぐことを目的に、「自覚症状がある人や

不調者を早期発見するための社内体制整備」、「不調者把握時の応急処置や搬

送までの社内手順作成」「関係労働者への十分な周知」が義務化されました。 

今回、紙面の都合で具体的な対策には触れておりませんが、右のホームペー

ジ等を参考に、各社において十分な対策の準備をお願いいたします。 

なお、この時期は身体の暑熱順化が十分でなく、急に気温が上がる梅雨の晴れ間等は特に

注意が必要ですので、個人でも意識していただきたいと思います。今朝、NHK のニュースで

拝見しましたが、暑熱順化は、普段より早歩きしたり、階段を上ったり、お風呂に 15 分程度

浸かる（体調と相談のうえ）等、少し汗ばむ運動を行うだけでも一定の効果があるそうです。 

労働保険年度更新のお知らせ 

令和 8 年度の労働保険年度更新期間は、6 月 1 日(月)から 7 月 10 日(金)までとなっており

ます。期間内の申告・納付についてご協力をお願いいたします。 

令和 8 年度は、労災保険率は変更がありませんが、雇用保険料率については、失業給付等の

保険料率が、労働者負担・事業者負担とも 0.5/1,000 引下げられ、5/1,000（農林水産・清酒

製造の事業及び建設の事業は 6/1,000）になります。また、雇用保険二事業の保険料率（事業

主のみ負担）は引き続き 3.5/1,000（建設の事業は 4.5/1,000）です。詳しくは、「雇用保険料

率 変更」でネット検索等によりご確認ください。※ e-Gov の電子申請もご活用ください。 

【お問合せ先】 鹿児島労働局 労働保険徴収室 ☎099（223）8276 

ハローワークからのお知らせ 

 

 

 

新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるもので

あり、それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することとなります。 

来春卒業の高校生向け求人票の受付が６月１日から始まり、生徒は７月１日以降学校に届いた求

人票を見比べて保護者や学校関係者の意見を聞きながら、９月 16日の採用選考開始に向けた就職

活動を開始します。求人申込みが遅れますと、応募を検討する事業所の候補から外れてしまう可能

性がありますので、６月中の「高卒求人票」の提出 をお願いします。 

令和８年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

令和９年

１月 ２月 ３月

　6/1　　「求人票の受付」(安定所での受理・確認)開始

　7/1　　求人者から学校への「求人票の提示」開始

　7/1　　求人者の「学校訪問」開始

　9/5　「推薦」開始

　　9/16　「選考、採用内定」開始

令和９年３月　高校卒業生の採用に係るスケジュール表

 
手続き等での不明な点はハローワークへお問い合わせください。 

お問合せ先    ハローワーク川内  TEL 0996-22-8609 

  ハローワーク出水  TEL 0996-62-0685 

令和９年３月新規学校卒業者の採用に向け 

早めの求人申込みをお願いします！！ 


